
 

◆大雨等が予想される場合の事前臨時休業等の措置 

令 和 ８ 年 

            大田区立入新井第五小学校 

校 長 岡野 範嗣 

 自然災害（台風・地震等）への初期対応について 

 
 平素より、本校の教育活動へのご理解と協力ありがとうございます。 
 自然災害への初期対応に関する大田区立学校のガイドラインの改定に基づき、大田区に暴風警

報等が発令された場合、震度５弱以上の地震が発生した場合の対応について、下記の通りといたし

ます。児童の安全を確保するため、ご理解とご協力をよろしくお願いいたします。 

 
記 

 

１ 暴風警報・特別警報が発令された時の対応 
（１）午前 7時に大田区に「暴風警報等」が発令されている場合は、臨時休業となります。 

※暴風警報・レベル３以上の大雨警報・気象防災速報（線状降水帯発生、記録的短時間大雨）、

大田区が発令する緊急安全確保・避難指示・高齢者等避難※１対応（※１をまとめて、以下、

暴風警報等とする。） 
（２）児童登校後に大田区に「暴風警報等」が発令された場合は、「暴風警報等」が解除されるま

で、児童を学校に留め置きます。解除後に方面別の集団下校を実施します。なお、午後 6 時

以降に「暴風警報等」が解除された場合には、保護者による引き取り下校を行います。対応

に対する準備をお願いします。 
（３）午前 7 時以降大田区に「暴風警報等」の発令が無くても、安全上の理由から保護者の判断

で児童を自宅に待機させる場合には、欠席扱いにはなりません。その際には、必ずご連絡を

お願いします。 

２ 震度５弱以上の地震が発生した時の対応 
（１）児童在校時に、大田区内で震度５弱以上の地震が発生した場合は、児童を学校に留め置き、

保護者による引き取り下校を実施します。保護者または代理人(引き取りカードに登録され

ている方)が引き取りに来られるまでは、児童は学校でお預かりします。 
（２）授業日の午前中に大規模地震が発生した場合でも、給食室に被害がなく、食材があり、ガス

や電気の遮断がなく、給食調理員がいれば、給食を実施した後に、保護者による引き取りを

実施することを原則とします。 
３ 鉄道の計画運休に伴う臨時休業等の対応 

（１）

します。 

当日、途中で計画運休が解除されても臨時休業の対応は変更しません。 

※ ただし、自然災害の状況に応じて、上記以外の対応が必要な場合は、教育委員会事務局より

別途指示があります。 
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